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はじめに  

 かつては、田畑として一体的に利用されていた深沢地区。 

 昭和 17年ころから、海軍省や運輸省の土地となり、昭和 25年には、日本国有鉄道にその土地が 

 譲渡され、地域は南北、東西に閉ざされた状態となりました。 

 

 今、深沢地区のまちづくりにより、鎌倉駅周辺、大船駅周辺と並ぶ第三の都市拠点として 

生まれ変わることで、その閉ざされた空間が地域とつながります。 

  ◆空間だけでなく、人も、道も、緑も、歴史も、未来へつないでいきたい。 

  ◆そして、鎌倉市全体を牽引するまちを育てていきたい。 

 

 そのような想いをもって、「鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会」で検討を重ね、

ガイドラインとしてまとめました。 
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１．まちづくりガイドラインについて 

（１）まちづくりガイドラインの位置づけ 

・「鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）に定める内容

は、鎌倉市及び神奈川県の上位･関連計画における位置づけや考え方に基づきます。 

・本ガイドラインで定めた内容は、深沢地区の地区計画の決定等の規範となります。 

・本ガイドライン策定にあたっては、権利者や市民、学識経験者等で構成される「鎌倉市深沢地区

まちづくりガイドライン策定委員会」での検討内容、権利者の意見、パブリックコメントによる

市民からの意見等を勘案して策定しています。 

・本ガイドラインは、平成22年９月に策定された「深沢地区の土地利用計画（案）」等に基づき、

土地区画整理事業により良好なまちづくりを実現するため、権利者、住民、民間事業者、行政等

関係者間で地区全体の将来イメージを共有するための指針と位置づけます。 

・本地区のガイドライン策定を契機に、ガイドラインによるまちづくりのルール化、ガイドライン

を活用した民間事業者等の誘導が、住民、事業者、大学等研究機関、行政等、多様な主体が関わ

るまちづくりにおける効果的かつ有効な手法として、今後の鎌倉市のまちづくりへと展開するこ

とを期待するものです。 

  関連計画 

・鎌倉都市計画都市再開発の方針（平成 21 年 9 月 18 日告示） 
・第３次鎌倉市総合計画（基本構想・基本計画・実施計画） 
・鎌倉市都市マスタープラン 

（平成 10 年 3 月策定、平成 17 年 3 月増補版策定） 

上位計画 

・鎌倉市景観計画 （平成 19 年 1 月策定） 
・鎌倉市緑の基本計画 （平成 23 年 9 月改訂） 
・鎌倉市交通マスタープラン （平成 16 年 5 月改訂） 
・神奈川県地球温暖化対策推進条例 

（平成 21 年 7 月制定） 

深沢地域の新しいまちづくり基本計画 
（平成 16 年 9 月） 

市民と行政が共有できる深沢地域の

まちづくりの方向性や事業の指針 

連携 

深沢地域の新しいまちづくりビジョン 
（平成 21 年 6 月） 

深沢地区の土地利用計画（案）（平成 22 年 9 月） 

「深沢地区事業推進協

議会」より市へ提言 

村岡・深沢地区全体整備構想（案） 
（平成 20 年 3 月） 

藤沢市･鎌倉市･国･  

専門的な視点から深沢地区

事業推進専門委員会が策定 

 

鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン 
（平成 25 年度策定（予定）） 

基本計画や土地利用計画案の具現化

のための、公民共通の誘導指針 

・まちの将来像とまちづくりの目標 
・まちづくりガイドラインの目的、基本方針、運用方針 

・まちづくりの指針 

・建築物等の誘導指針 

・低炭素都市づくりの取組み指針 

・安全・安心なまちづくりの取組み指針 

 

改訂時における 
フィードバック 

地区計画（地区整備

方針）や景観計画

（景観形成基準）等

への位置づけ 

土地区画整理事業の 

計画立案・事業実施 

条例により担保 

 
・都市基盤施設の計画指針 

図 ― 本ガイドラインの位置づけ 
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（２）まちづくりガイドラインの目的 

・本ガイドラインは、深沢地区が鎌倉市の新しい拠点として、将来にわたり、魅力的で付加価値の

高いまちであり続けられるよう、周辺の緑環境や歴史と調和し、環境に配慮された良好なまち並

み景観の形成を、住民、事業者、行政等関係する多様な主体の協働により実現していくことを目

的としています。 

・深沢地区のまちづくり事業により、これまで分断されていた周辺地域がつながることを踏まえ、

人と人とがつながり、新しいコミュニティの形成とそのコミュニティによって、深沢地区及び周

辺の発展につなげていくための取組み方策について示すため、本ガイドラインを策定します。 

・本ガイドラインが、今後、周辺地域も含めた多様な主体が関係するまちの育成のあり方のモデル

となることをめざします。 

（３）まちづくりガイドラインの対象区域 

・本ガイドラインの対象区域は、市域の西部で藤沢市との市境に面し、区域内東南部には湘南モノ

レール湘南深沢駅が位置する、旧国鉄清算事業団用地を中心とした新しいまちづくりを進める地

域（約32.5ha）です。 

・土地区画整理事業を実施する上での名称である「深沢地区」を対象区域とすることとします。 

  

深沢地区（約 32.5ha） 

図 ― 位置図 
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（４）まちづくりガイドラインの構成 

本ガイドラインは、上位計画・既計画により定められた「まちの将来像」や「まちづくりの

目標」に基づき計画された「土地利用の基本方針」等を受け、ガイドラインの構成は、「まち

づくりガイドラインの基本方針」及び「まちづくりガイドラインの運用方針」を定めたうえで、 

  

深沢地区のまちづくりについて 

（上位計画・既計画により、市民参画のもと策定） 

■土地利用の基本方針及び公共施設の整備方針 

■まちの将来像及びまちづくりの目標 

まちの将来像 

「健康生活拠点・深沢」 

まちづくりの目標 

 

・目標１：人々が集まり活気のあるまちを実現します 

・目標２：安全・安心なまちを実現します 

・目標３：地域資源を活かした緑・水の豊かなまちを

実現します 

・目標４：環境と共生するまちを実現します 

・目標５：公民連携により育てるまちを実現します 

土地利用の基本方針 

公共施設の整備方針 

■まちづくりガイドラ

インの目的 

①新たな拠点として魅力的

で付加価値の高いまちと

するため 

多様な主体の協働により、

鎌倉市の新しい拠点とし

て将来にわたって魅力的

で付加価値の高いまちで

あり続けるための共通ガ

イドラインとして示す 

②深沢地区及び周辺の発

展につなげていくため 

分断されていた地域が人

やコミュニティによって

つながることにより、深

沢地区及び周辺の発展に

つなげていくための取組

み方策を示す 

③他の地区のモデルとな

るガイドラインをめざす 

本ガイドラインが、今後、

周辺地域も含めた多様な

主体が関係するまちの育

成のあり方のモデルとな

ることをめざす 

  



4 

「まちづくりの指針」により、個別箇所のつかいかた（活動や活用のイメージ）、つくりかた（どのよ

うにつくっていくかの誘導）、未来へのつなぎかた（つくられたまちをより良いものにしていくための

管理・運営方策）をそれぞれ示すことで、持続発展可能なまちづくりを進めていきます。 

  

■まちづくりガイドラ

インの運用方針 

ガイドラインの運用に

よるまちの持続発展に

向けたしくみづくり 

①ガイドラインに基づき、

まちづくりの誘導を行

うしくみ 

②ガイドラインに基づき、

まちを育成・運営してい

くしくみ 

［つくられたまちを、維持

向上させるための取組み

や活動］ 

■まちづくりガイドラ

インの基本方針 

都市景観の整備方針 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

地区周辺と 

つながる景観 

 

みちとまちかどで 

つながる景観 

歴史文化を 

つなぐ景観 

 

都市環境の整備方針 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

都市緑化の推進と周辺

の自然環境との調和 

自然風土に配慮  

暑くなりにくいまち 

建築物における 

環境への配慮 

公共交通を中心とし

た移動しやすいまち 

 

都市空間形成の方針 
 

活力をつなぐ 

『賑わいエリア』と 

『シンボル道路』 
 

活力をつなぐ 

『賑わいエリア』と 

『シンボル道路』 

コミュニティをつなぐ 

『まちかど』と 

『ふれあいのみち』 

 

緑をつなぐ 

『憩いエリア』と 

『みどりのこみち』 

 

■まちづくりの指針 

・シンボル道路沿い 

地区のシンボルとして、美しい景観と賑わ

いが感じられる連続的な空間をつくりま

しょう 

・ふれあいのみち沿い 

毎日の生活を、安全・安心にあたたかく支

えるみちをつくりましょう 

・みどりのこみち 

街区内を便利に表情豊かにつなげるみち

をつくりましょう 

・まちかど 

人と人とのかかわりの場をつくりましょう 

・近隣公園・調整池、街区公園 

憩いの場をつくりましょう 

・交通広場 

安全な移動を支えましょう 

都市基盤施設の計画指針 

・全ての建築物 

地域と調和した落ち着いた建築物をつく

りましょう 

・シンボル道路沿い建築物 

地区のシンボルとして、多くの人を呼び込

む魅力的な建築物をつくりましょう 

・ふれあいのみち沿い建築物 

地域と地域、人と人とを結ぶあたたかい建

築物をつくりましょう 

建築物等の誘導指針 

環境への負荷の少ないまちづくりに取組み

ましょう 

低炭素都市づくりの取組み指針 

誰もが安全に、安心して暮らせるまちをつ

くりましょう 

安全・安心なまちづくりの取組み指針 
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２．深沢地区のまちづくりについて 

（１）まちの将来像 

まちの将来像：『健康生活拠点・深沢』 

本地区のまちづくりは、「ウェルネス～人・都市・社会にとって非常に好ましい総合的な健康社会～」

をテーマに検討を重ねてきました。 

深沢地区が持つポテンシャルを十分に活かしながら、本市において鎌倉駅周辺地域、大船駅周辺

地域との差別化を図る第三の拠点形成をめざしています。 

まちづくりにあたっては、市民をはじめ、そこで暮らし、働き、学び、訪れる人たちが、健康で

快適な生活をおくるための拠点として、様々な機能の集積と連携の中から優れた環境を創造し、豊

かなライフスタイルの提案、新しい鎌倉ブランドの発信につながる、総合的な健康社会を先取りし

たまちの実現をめざします。 

既計画での検討を踏まえると、本地区のまちづくりには、下記の７つの要素をまちづくりに取り

入れることが重要と考えられます。 

① 多 機 能：様々な機能の集積・連携による拠点の形成 

② 賑 わ い：活気に満ちた賑わいの場の創出 

③ 交 流：あらゆる世代が交流できる空間の創出 

④ 歴 史：深沢地区及び周辺の歴史資源や土地の記憶の継承 

⑤ 安全･安心：あらゆる世代の人々が安全で安心して暮らせる環境の創出 

⑥ 緑 ・ 水：深沢地区及び周辺の固有の自然環境の活用と新たな緑と水環境の創出 

⑦ 環境共生：環境への負荷が少なく、健康で安心して暮らせる環境の創出 

 

  

 

賑わい 

歴史 

緑・水 

安全・安心 

多機能 

交流 

まちの将来像 

『健康生活拠点・深沢』 

環境共生 

図 ― 「健康生活拠点・深沢」のイメージ 
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（２）まちづくりの目標 

本地区のまちづくりにあたっては、住民、民間事業者、行政がそれぞれに役割を担い、互いの協

力・協調のもと、まちづくりを実現していくことをめざしています。そして３者が共通の目的を持

ってまちづくりを推進していくことが必要であり、まちの将来像の実現をめざし、以下の５つの目

標を定め、まちづくりを誘導していきます。 

 

目標１．人々が集まり活気のあるまちを実現します 

交通利便性等の地区のポテンシャルを活かしながら、商業、居住、教育等の様々な機能の導入

を図り、多様な人が集まり住まう、活気に満ちた賑わいと個性のある拠点を形成します。 

 

目標２．安全・安心なまちを実現します 

防災機能の強化、防犯対策・交通安全対策を図るとともに、公共交通等のバリアフリー化の促

進及び大型施設等におけるユニバーサルデザインの誘導により、誰もが安全で安心して健やか

に暮らせる居住環境を整備します。 

 

目標３．地域資源を活かした緑・水の豊かなまちを実現します 

斜面緑地や柏尾川等の周辺の自然環境や泣塔等の歴史資源を活かしながら、深沢らしさを感じ

られる新たな緑と水環境を創出します。 

 

目標４．環境と共生するまちを実現します 

省エネルギー・省資源、再生可能エネルギーの活用等を公民の連携のもと積極的に取組み、本

市における先導的でモデル的な環境都市の構築をめざします。 

 

目標５．公民連携により育てるまちを実現します 

行政主導ではなく、住民、民間事業者等がまちづくりに関わり、まちづくりを継続していくこ

とのできるシステムを構築し、新しいまちづくりを実現・発信しながら、みんなでまちを育て

ていきます。 
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（３）土地利用の基本方針 

導入すべき都市機能を地区の特性に応じて配置することにより、適切かつ良好な土地利用を実現

するため、「深沢地区の土地利用計画（案）」を参考とし、土地利用に関する方針を下記のように

定めます。 

１）住宅系土地利用の方針 

・都市経営的視点から、市の将来目標人ロを想定し規模（3,100人）を確保します。 

・子供からお年寄りまで、多様な年齢層やライフスタイルを考慮して、都市型住宅や戸建住宅等

の多様な形態の住宅の導入を図ります。 

・市営深沢住宅については、区域内の市営住宅に加え、他地区の市営住宅の集約可能性を考慮し

た、多様な世帯が居住できる形態の住宅の導入を図ります。 

・地区西側の既存の権利者住宅は、権利者の意向を踏まえ、事業前の機能を確保します。 

２）業務系土地利用の方針 

・「健康生活拠点・深沢」を象徴する核的機能として、看護大学等医療福祉系大学の導入を図り

ます。 

・スポーツ医療やリハビリ施設等多様な機能を導入し、医療福祉系大学との連携を図り、健康づ

くりをサポートする総合的・複合的なサービス・教育機能を実現します。 

・現在営業を行っている権利者の事業所は、権利者の意向を踏まえ、従前機能の確保を図ります。 

３）商業系土地利用の方針 

・賑わい創出を図る核的な商業施設を導入し、商業と農業の交流、地場産業との連携を図ります。 

・湘南深沢駅前に、通勤者、通学者等の生活サービスに資する商業施設の導入を図ります。 

・シンボル道路沿道において、歩行空間と沿道施設が一体となった魅力的な空間と賑わいを創出

します。 

４）行政施設の方針 

・第三の都市拠点の形成をめざし、立地がふさわしい公共公益施設の導入を図ります。 

・公民連携方策を活用しながら、市民生活に密着した利便性の高い公共公益施設（例えば、図書

館、スポーツ・レクリエーション機能等）の導入を図ります。 

５）工業系土地利用の方針 

・権利者事業所（青果市場、工場等）について、従前と同様の機能確保を図ります。 

・来街者に鎌倉ブランドイメージをＰＲするため、商業施設と連携した地場産業の育成を図り、

鎌倉ならではのモノづくり、及び情報発信の拠点（仮称・鎌倉ゾーン）を形成します。 

６）シンボル道路の方針 

・事業区域の東西を結び、骨格となる道路としてシンボル道路を整備します。 

・シンボル道路の機能は、ピーク時の区域内発生・集中交通の処理機能を担い、歩道の緑化、沿

道建築物のセットバック等により、歩車道・沿道建物が一体となった質の高い街路空間、まち

並み景観を整備します。 

・藤沢市村岡地区のまちづくりと連携を図ります。  
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７）公園・緑地・調整池の方針 

[近隣公園] 

・緑豊かな緑環境を象徴する拠点として、既存樹木や郷土樹種の植樹等により十分な緑量を確保

します。 

・ゆったりとした時間を過ごすことが来街者の目的となるような、心地よいオープンスペースを

つくります。 

[街区公園・緑地] 

・市指定文化財「宝篋印塔（泣塔）」周辺は歴史的な伝承を図るため街区公園として整備します。 

・大街区を中心にポケットパーク的な緑地空間、憩いの場を創出します。 

[調整池] 

・隣接する近隣公園と一体的な景観を創出します。 

 

（参考：「深沢地区の土地利用計画（案）/平成 22年９月」） 

  

図 ― 土地利用計画案 

※シンボル道路の道路計画については、今後変更の可能性があります。 
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（４）公共施設の整備方針 

まちの賑わいや憩いの空間の骨格となる道路や空間を設定し、これらをまちの骨格として魅力あ

る都市環境を創造するため、「深沢地区の土地利用計画（案）」において、公共施設の整備方針と

して、下記のように交通ネットワークについて定めています。 

１）道路ネットワーク 

・既存道路ネットワークと連携して円滑な交通処理を行うとともに、安全で快適な道路ネットワー

クを確保します。 

・地域の安全性、利便性、防犯性等に資する道路ネットワークを計画します。 

・地区内を経由する通過交通を回避するため、地区外の道路との接続位置に配慮します。 

２）歩行空間、自転車空間ネットワーク 

環境負荷の少ない交通環境をめざすため、安全性が高く、豊かで快適な歩行者・自転車等の交

通基盤のネットワークを整備します。 

 

①歩行空間ネットワーク 

・歩行者ネットワークは道路の歩道、公園の園

路のほか、街区間の連携に資する緑豊かな歩

行空間で構成します。 

・地区外の生活道路や緑道とも積極的に連結す

るとともに、深沢地域の自然資源や歴史資源

等をつなぎ、地域住民が生活動線として利用

しやすいネットワークを形成します。 

・県道腰越大船線、市道大船西鎌倉線、市道常

盤梶原線、シンボル道路等の沿道建築物は壁

面後退を行い、バリアフリーに配慮した潤い

とゆとりのある歩行空間を形成します。 

 

②自転車空間ネットワーク 

・県道腰越大船線、市道大船西鎌倉線、シンボル道路に自転車走行空間を設け、自転車空間ネッ

トワークを形成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：「深沢地区の土地利用計画（案）/平成 22年９月」） 

  

杉並区 パークシティ浜田山 

名古屋市 市道大津町線 調布市 武蔵境通り 
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図 ― 道路ネットワーク 

図 ― 歩行者・自転車空間ネットワーク 
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３．まちづくりガイドラインの基本方針 

（１）都市空間形成の方針 

土地利用計画（案）を受け、まちの中心となる「シンボル道路」を重要な空間として位置づける

とともに、人と人、緑や水等の自然、地区内外をつなぐため、またコミュニティ形成や交流のため

に必要な場としての「賑わいエリア・まちかど」と、それらをつなぐ「道路（みち・こみち）」を

都市空間の骨格としてとらえます。都市空間形成の重要な要素となる建築物は、その空間特性や建

物用途、場所の特性に応じ、魅力的な設えを図ることで、つながるまちをめざします。 

１）活力をつなぐ『賑わいエリア』と『シンボル道路』 

・商業施設用地と湘南深沢駅前の買い物や集い等人々に

よる賑わいを創出する空間、及びシンボル道路沿いは、

地域住民のみならず来街者が歩きながらまちを楽しめ

る空間（『賑わいエリア』）として、賑わいの創出を図

ります。 

・商業施設に隣接する行政施設や業務施設等は、人が集

える空間を確保する等、商業施設と連携して賑わいの

創出を図ります。 

・シンボル道路沿いは地区のシンボルとして、美しい景

観と人々の賑わいをつなげます。このため、ゆとりあ

る歩行空間と緑化空間、人々が集い憩うスペースを確

保し、賑わいの演出、快適性の向上を図り、魅力的な

空間形成を図ります。 

２）コミュニティをつなぐ『まちかど』と『ふれあいのみち』 

・歩行者や利用者の主要な動線の結節点であり、地区内と

地区外がつながる結節点である場所を『まちかど』とし

て位置づけます。まちかどは、利用者や場所の特性に応

じた空間づくり、地区を感じられる景観形成を図ります。 

・地区内の住宅と駅、商業施設、行政施設、地区と周辺地

域を結ぶ歩行空間は、『ふれあいのみち』として、日常

の安全・安心な生活動線形成を図ります。 

・まちかどやふれあいのみちの植栽は、地区周辺との交流

イベントや花壇づくり等、景観づくりがコミュニティ形

成につながるような活動を積極的に行います。 

 

 

  

(魅力的な商業施設には人が集まり賑わいが生まれる) 

千代田区 丸の内 

横浜市 日本大通り 

(豊かな緑化空間によるシンボリックな道路景観) 

(安全安心でバリアフリーな歩行空間) 

川口市 リボンシティ 

中央区 晴海トリトン 

(まちかどに彩りとコミュニティを紡ぐ花壇) 



12 

 

３）緑をつなぐ『憩いエリア』と『みどりのこみち』 

・近隣公園は緑豊かな空間形成を図り、調整池は親水空間

として整備し、緑と水により人々が安らぎ、憩うことの

できる空間（『憩いエリア』）を形成します。 

・商業施設と近隣公園（芝生広場）は、一体的で連続性の

ある空間としてつなぎ、日常的な利用だけでなく、季節

に応じたイベント等を開催する等、来街者や地域住民が

楽しみ、快適に過ごすことのできる空間を形成します。 

・近隣公園と調整池に隣接する住宅地は、公園とのつなが

りを意識した緑豊かな空間を形成します。 

・近隣公園等のオープンスペースは、災害時の避難場所、

あるいは救援活動の拠点として機能します。 

・大街区では歩行者の円滑な移動のために、街区と街区を

つなぐ歩道状空間として、『みどりのこみち』の形成を図

ります。 

・大街区を中心にポケットパーク的な緑地空間等を創出し、

シンボル道路やふれあいのみち等と連携して緑豊かな歩

行空間を連続させることにより、人々の回遊性の向上を

図ります。 

 

 

 

  

江東区 豊洲 

(大きな木と広い芝生広場は地域の憩いと安らぎの場) 

(みどり豊かな散歩が楽しくなるみち) 

東京都 ひばりが丘 

図 ― 都市空間づくりのイメージ 
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（２）都市景観の整備方針 

新しいまちの景観形成に際しては、地区周辺の市街地や景観ならびに歴史文化資源との調和やつ

ながりを図ることが重要です。このため、以下の点に配慮しながら、未来につながる個性豊かで魅

力的なまちづくりに取組みます。 

 

１）地区周辺とつながる景観 

・地区内からの景観や地区周辺からの景観に配慮した

都市景観形成を図ります。 

・建築物は周辺市街地との調和を図りながら、統一感

のある都市景観へと誘導します。 

・特に湘南深沢駅前は、商業施設、業務施設、住宅、

駅前広場の統一感のあるデザインや色彩とし、まち

の顔にふさわしい景観形成を図ります。 

・建築物の周囲は積極的に緑化を図り、周辺の斜面緑

地等と調和した景観形成を図ります。 

・地区中心に位置する近隣公園と調整池は、地域の重

要な緑景観となるように、一体的な緑空間として整

備します。 

 

 

 

 

２）みちとまちかどでつながる景観 

・地区の印象を特徴づけるシンボル道路とまちかど等

の空間は、沿道空間と一体となったデザインと緑化

によって、個性的で親しみのある景観形成を図りま

す。 

・シンボル道路と建物前面のセットバック空間の一体

的な利用により、オープンカフェ等人が集える空間

を創出し、賑わい形成を図ります。 

・ふれあいのみち沿いは、建物前面のセットバック空

間との一体的な利用と緑化により、安全・安心な歩

行空間の形成を図ります。 

・県道腰越大船線沿いの建築物は、統一感のあるデザ

インとするとともに、柏尾川の景観と調和した沿道

景観を形成します。 

 

 

  

鎌倉市 深沢地区周辺 

(深沢地区周辺の豊かな緑景観) 

藤沢市 湘南Ｃ―Ｘ 

（ ） 

横浜市 日本大通り 

(オープンカフェはまちの賑わいと華やかさが生まれる) 
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３）歴史文化をつなぐ景観 

・道路の舗装やサイン等の公共施設ならびに建築物等

に地域の歴史文化を感じられるデザインと素材を取

り入れて、個性豊かな景観形成を図ります。 

・地区の歴史資源（泣塔等）を次世代につなぐ取組み

を行います。 

 

 

 

  

鎌倉市 下馬ポケットパーク 

墨田区 曳舟駅前 

(地域の歴史文化を取り入れたデザインは、地域への愛着へとつながる) 

図 ― 都市景観づくりのイメージ 
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（３）都市環境の整備方針 

地区周辺の自然環境との関係性やつながりに配慮しながら、環境への負荷の少ないまちづくりに

取組みます。また、未来においても、持続可能なまちであり続けるためには、自立したエネルギーや、

人にも環境にもやさしい移動手段の確保ができるまちである必要があります。 

こういった視点からも、以下のような環境配慮の取組みを行います。 

 

１）都市緑化の推進と周辺の自然環境との調和 

・地区周辺の斜面緑地と連携した都市緑化を推進し、

緑をネットワークでつなぎます。 

・大街区を中心に沿道緑化を誘導し、緑豊かなまち並

み形成を図ります。 

・建築物の壁面や屋上ならびに敷地内、まちかど等で

は積極的に緑化を図ります。 

・緑化にあたっては郷土樹種を主体に行います。 

 

 

 

２）自然・風土に配慮した暑くなりにくいまち 

・地域の自然・風土に配慮した施設計画によって、

ヒートアイランド緩和を図ります。 

・柏尾川や南西から吹く風を積極的に活用した風の

道の形成に配慮し、夏季のヒートアイランド緩和

と快適な歩行環境をつくります。 

・緑化による緑陰、舗装材の工夫、風や雨水の活用

等により地表面の温度抑制を図ります。 

 

 

 

３）建築物における環境への配慮 

・エネルギー消費を極力小さくする建築物の建設誘

導を図り、まちの低炭素化を図ります。商業施設、

行政施設、大学は鎌倉市における環境配慮のモデ

ルともなる建築物を誘導します。 

・太陽光発電、太陽熱利用等再生可能エネルギーの

活用、エネルギー利用の効率化を図るためマネジ

メントシステムの導入を図ります。 

 

 

  

鎌倉市 常盤 

(地域の自然環境とネットワークした緑化) 

墨田区 曳舟駅前 

(自然エネルギーを活用した環境配慮建築) 

東京都中央区 新川 

(緑陰による路面温度上昇の抑制) 
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４）公共交通を中心とした移動しやすいまち 

・便利で快適な公共交通等の整備により、交通利便性が高く、環境の負荷の小さい公共交通や

自転車・歩行等を中心とした、誰もが移動しやすいまちにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

富山市 レンタサイクル 

(公共交通機関を中心とした、環境負荷の小さな交通インフラの導入が全国的に進められている) 

図 ― 都市環境づくりのイメージ 

墨田区 押上駅 
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４．まちづくりガイドラインの運用方針 

（１）まちの持続発展に向けたしくみづくり 

本ガイドラインは、権利者、住民、民間事業者、行政等関係者間で地区全体の将来イメージを共

有するためのまちづくりの指針となり、そして良好なまちづくりへとつなげ、またつくられたまち

が、つかわれる方々によってより良いものへと引き継がれていくことが重要です。 

深沢地区のそれぞれの場所で、誰が、どのように暮らしや活動を展開するか（活用）については、

地域の皆さんがかかわりながら決めていくことが大切です。本ガイドラインでは、深沢にふさわし

い活用を想定しながらまちづくりの誘導を行い、また、できたまちの管理・運営を行います。 

更に、ガイドラインに基づき、まちづくりの誘導や、まちの管理・運営を行うためには、それを

担うための組織の検討も必要となります。その組織は、まちを計画・建設する段階から、つくられ

たまちを育成・運営する段階等、その時々の状況に応じ、体制やメンバー、しくみを変えながら、

柔軟に対応していくことが大切です。また、まちづくりの状況等も踏まえて、ガイドラインの見直

しの検討も適宜行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＊どうつかうか、どうつくるかについて、地域の皆さんで考え、決め
ていきます。 

空間をどうつかうか、
賑わいをどうつくる
か、コミュニティ形成
にどう活かしていく
か 等 

景観をどう活かすか、
どう楽しむか 等 

環境にやさしくどう
暮らすか 等 

 

＊地域の皆さんで決めた内容へと計画・建設の誘導を図ります。 

空間の設え方の誘導 
美しいまち並み景観
の形成や、周辺との調
和の誘導 

エネルギーの有効活
用、自然・環境資源と
の調和の誘導 

 

＊つくられたまちを、維持向上させるために取組みます。 

新しくつくった空間
を維持管理・運営する 

新しくつくった景観
を維持する 

新しく生み出したエ
ネルギーや自然・環境
資源を管理・運営する 

 

ガイドラインの基本方針 

 

 

 

ガイドラインの想いを未来へつなげていくために･･･ 

図－まちの持続発展に向けたしくみづくりのイメージ 

組織や体制をつくり、活用、誘導、管理・運営を継続させていく 
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（２）しくみづくりの考え方 

【規定項目の考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●まちづくりにおいて必ず守ってほしいもの（担保しておく必要があるもの） 

→地区計画等の都市計画に位置づけ、市が指導を行う。 

（例えば、建物用途の制限、壁面の位置の制限、高さの最高限度または最低限度等） 

●まちづくりにおいて配慮してほしいもの、別の方法であっても工夫をしてほしいもの 

→地域の人々が主体となった組織により誘導を行う。 

（例えば、つかい方のルール、数値化できない設え方やデザイン等） 

 

【運用イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイドラインによる規定項目 

地区計画や景観計画、

条例等での位置づけ 

鎌倉市による指導等 

まちづくりにおいて 

配慮してほしいもの 

ガイドラインにおける誘導 
 

（ガイドラインの項目について 

誰が意思統一を図るか、継続的に

誘導を行っていくか） 

 

まちづくりにおいて 

必ず守ってほしいもの 

組織の必要性 

 

 

ガイドラインに基づきまちを育成・運営していく組織（タウンマネジメント） 

［つくられたまちを、維持向上させるための取組みや活動］ 

・新しくつくった空間、景観、自然・環境資源の維持・管理 

・イベント、お祭り、防災活動、防犯活動         等 

鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン（平成 25 年度策定予定） 

鎌倉市 

 

【
計
画
・
建
設
段
階
】 ① 

まちの成長等の状況に応じた
体制の強化・見直し 

ガイドラインに基づき 

まちづくりの誘導を行う組織 

（権利者、鎌倉市等） 

民間事業者等 

（住宅・施設を計画・ 

建設する者） 
意見・回答 
協議・調整 

② 

規制・指導 

【
育
成
・
運
営
段
階
】 

・ガイドラインに基づいた公共施設の計画・設計  ⇒ 鎌倉市 

・事業者選定時等におけるガイドラインの誘導   ⇒ 権利者、鎌倉市 

（事業者公募条件、契約内容等への反映） 

・組織化に向けた準備              ⇒ 権利者、鎌倉市等 

 


